
現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書 

 

改正マイナンバー法が2023年６月２日に成立し、2024年12月２日に健康保険証を

廃止して、マイナンバーカードに保険証機能を持たせる「マイナ保険証」に一本化

されることになりました。 

現行の健康保険証の廃止は、マイナンバー法上任意とされているマイナンバーカ

ードの取得の事実上の義務化であり、法律上も大きな問題があります。さらにオン

ライン資格確認等のシステム上でのエラーやトラブルが未だ多く発生しており、保

険資格確認の手段として確実なものとはいえず、マイナ保険証の使用率は、国の利

用勧奨が進む中においても2024年３月時点で5.47%に留まっています。 

また、マイナンバーカードの利活用に対応しきれない医療機関も一定数あり、閉

院という選択肢を取らざるを得ない、という現状が生まれています。 

わが国の医療保険制度は、いつでもどこでも誰でも、必要な時に日本国内で均し

く医療を受けられる「国民皆保険」制度を採用していますが、上記のような状況に

なれば同制度は、機能不全に陥りかねません。また、地域の医療を支える担い手が

不足した場合、地域住民の健康に対する安全性を大きく損なう事態になることが懸

念されます。 

わが国が世界に誇る医療保険制度を将来にわたって維持存続させるため、国に

は、一旦立ち止まっていただきたい。下記について要望いたします。 

 

記 

１．2024 年 12 月２日実施予定の健康保険証廃止を見直し、当面の間はマイナ保険

証と現行の保険証の両立を行い、その選択は国民ひとりひとりの意思に任せること

として存続させること。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により、意見書を提出します。 
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